
 
平成１９年１０月１５日 

経 済 産 業 省 

四 国 経 済 産 業 局 

特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する 

業務停止命令（６か月）について 

 
   
経済産業省は、健康食品の電話勧誘販売業者であるサンライフテクノケミカ

ル株式会社（大阪府大阪市）に対し、特定商取引法の違反行為を認定し、同法

第２３条第１項の規定に基づき、本年１０月１６日から平成２０年４月１５日

までの６か月間、同社の電話勧誘販売に関する勧誘、申し込み受付及び契約締

結に係る業務を停止するよう命じました。 
認定した違反行為は、勧誘目的等の不明示、再勧誘、契約書面不交付・記載

不備、不実告知、判断力不足に乗じた契約の締結です。 
 

 
１．サンライフテクノケミカル株式会社は、健康食品の電話勧誘の際、消費者

に対し「サンライフ健康情報センター」あるいは「（四国）健康センター」

などとあたかも公的機関のような名称を告げたのち、「皆さんに健康につい

てのお話を聞かせていただいてます。」、「○○さんは健康診断を受けていら

っしゃいますか。」などと告げ、それに対する消費者の反応に応じて同社の

健康食品の紹介を開始しており、同社の名称、同社商品の購入を勧誘する目

的である旨及びその勧誘に係る商品について明らかにせずに勧誘を行って

いました。 
 
２．同社は、消費者が健康食品の売買契約を締結しない旨の意思を表示したに

もかかわらず、さらに、その電話で勧誘を続け、又は再び電話をかけて勧誘

をしていました。 
 
３．同社は、電話勧誘の際、同社の健康食品の効能について、合理的な根拠が

無いにもかかわらず「お腰の痛いのも、すねが痛いのも、今騒がれている内

蔵脂肪にも驚くほど効きますよ。」「足とか腰の痛みが楽になりますよ。」な

どと、また、健康食品の価格について、常に１，０００円で販売しているに



もかかわらず「ただ今、創立４０周年の特別キャンペーンということで、通

常、３，６７５円のところ送料込みで１，０００円でお送りしています。」

などと不実のことを告げていました。 
 
４．また、同社は、同社の健康食品を購入した消費者に契約書面を交付してい

なかったり、交付していた場合でも、契約書面には電話勧誘販売における契

約の解除に関する事項が記載されていませんでした。また、消費者は任意に

クーリング・オフができるにもかかわらず、消費者から返品の申し出があっ

た際、「お金は返せません。」、「クーリング・オフは効かない。」などと不実

のことを告げていました。 
 なお、同社の契約書面には、代表者の氏名、書面の内容を十分に読むべき

旨の記載もありませんでした。 
 
５．さらに、同社は、健康食品を購入した消費者の家族から、本人は判断力が

不足しているので今後勧誘をしないようにとの依頼を受けたにもかかわら

ず、改めて本人に電話勧誘し、消費者の判断力の不足に乗じ新たな契約を締

結していました。 
 
 
 
 
                            

         【本件に関する問い合わせ先】 

経済産業省消費者相談室 電話０３－３５０１－４６５７ 

北海道経済産業局消費者相談室 ０１１－７０９－１７８５ 

東北経済産業局消費者相談室 ０２２－２６１－３０１１ 

関東経済産業局消費者相談室 ０４８－６０１－１２３９ 

中部経済産業局消費者相談室 ０５２－９５１－２８３６ 

近畿経済産業局消費者相談室 ０６－６９６６－６０２８ 

中国経済産業局消費者相談室 ０８２－２２４－５６７３ 

四国経済産業局消費者相談室 ０８７－８１１－８５２７ 

九州経済産業局消費者相談室 ０９２－４８２－５４５８ 

沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 ０９８－８６２－４３７３ 
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サンライフテクノケミカル株式会社に対する行政処分の概要

１．事業者の概要

１ 名称：サンライフテクノケミカル株式会社( )
２ 代表者：代表取締役 西郡和男( )
３ 本 社：大阪府大阪市淀川区西中島６丁目１番１号新大阪プライムタワー１４階( )
四国支店：香川県高松市塩屋町１１番地１６笠井第２ビル２階

松山支店：愛媛県松山市三番町４丁目１１番地６ＫＨ三番町プレイス４階

岡山支店：岡山県岡山市磨屋町１番６号岡山磨屋町ビル６階

４ 資本金：４，０００万円( )
５ 設 立：平成７年５月８日（平成１６年２月１３日、社名をニチクロ株式会社からサンラ( )

イフテクノケミカル株式会社に変更）

６ 取引形態：電話勧誘販売( )
７ 商品：健康食品( )

（政令別表第１第１号「動物及び植物の加工品であって人が摂取するもの」に該当）

８ 売上高：平成16年4月～平成17年3月 約６億２千万円( )
平成17年4月～平成18年3月 約６億５千万円

９ 従業員：９３名 （平成１８年３月末現在）( )

２．取引の概要

サンライフテクノケミカル株式会社（以下「同社」という ）は、健康食品の電話勧誘販売を。

行っているところ、電話帳から抽出した名簿等に基づき消費者宅に電話をかけ 「サンライフ健、

康情報センター 「 四国）健康センター」などと名乗った後「皆さんに健康についてのお話を」、（

お聞かせいただいています 「○○さんは健康診断を受けていらっしゃいますか 」などと続。」、 。

け、それに対する消費者の反応に応じて健康食品の紹介を開始しており、同社の名称などを明ら

かにすることなく勧誘を行っていた。

その際、売買契約を締結しない意思を表示した消費者に対してさらにその電話で勧誘を続けた

り再び電話をかけて勧誘を行っていた。

同社は、電話勧誘の際、同社の健康食品の効能について、合理的な根拠が無いにもかかわらず

「お腰の痛いのも、すねが痛いのも、今騒がれている内蔵脂肪にも驚くほど効きますよ 「足。」

とか腰の痛みが楽になりますよ 」などと、また、健康食品の価格について、常に１，０００円。

「 、 、 、で販売しているにもかかわらず ただ今 創立４０周年の特別キャンペーンということで 通常

３，６７５円のところ送料込みで１，０００円でお送りしています 」などと不実のことを告げ。

ていた。

また、同社は、同社の健康食品を購入した消費者に契約書面を交付していなかったり、交付し

ていた場合でも、契約書面には電話勧誘販売における契約の解除に関する事項が記載されていな

かった。また、消費者は任意にクーリング・オフができるにもかかわらず、消費者から返品の申

し出があった際 「お金はかえせません 「クーリング・オフは効かない 」などと不実のこと、 。」、 。

を告げていた。同社の契約書面には、上記のほか代表者の氏名、書面の内容を十分に読むべき旨

の記載も無かった。

さらに、同社は、健康食品を購入した消費者の家族から、本人は判断力が不足しているので今

後勧誘をしないようにとの依頼を受けたにもかかわらず、改めて本人に電話勧誘し消費者の判断

力の不足に乗じ新たな契約を締結していた。

３．業務停止命令の内容と期間

(１)業務停止命令の内容
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特定商取引法第２条第３項に規定する電話勧誘販売に関する業務のうち、次の業務を停止す

ること

①電話勧誘販売に係る売買契約の締結について勧誘すること。

②電話勧誘販売に係る売買契約の申し込みを受けること。

③電話勧誘販売に係る売買契約を締結すること。

(２)業務停止の期間

平成１９年１０月１６日から平成２０年４月１５日まで（６か月間）

４．業務停止命令の原因となる事実

同社は、以下のとおり特定商取引法に違反する行為を行っており、電話勧誘販売に係る取引の

公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがあると認められた。

１ 勧誘目的等不明示（特定商取引法第１６条）( )
同社は、電話勧誘販売における売買契約の締結についての勧誘に当たり、電話勧誘顧客に

対し 「サンライフ健康情報センター」あるいは「 四国）健康センタ－」と、あたかも公、 （

的機関のような名称を告げたのち 「皆さんに健康についてのお話を聞かせていただいてい、

ます 「○○さんは健康診断を受けていらっしゃいますか 「体の調子はどうですか 」。」、 。」 。

などと告げ、それに対する消費者の反応に応じて同社の健康食品の紹介を開始しており、勧

誘に先立って販売業者の名称、商品の種類及び商品の販売に係る契約の締結について勧誘す

る目的であることについて告げていなかった。

２ 再勧誘（特定商取引法第１７条）( )
同社は、電話勧誘販売における売買契約の締結についての勧誘に当たり、当該売買契約を

締結しない旨の意思を表示した者に対し、さらに、その電話で勧誘を続け、又は再び電話を

かけて勧誘をしていた。

３ 書面不交付・記載不備（特定商取引法第１９条第１項）( )
同社は、電話勧誘販売においてお試し商品の売買契約を締結した際、売買契約の内容を明

らかにする書面を交付していないものがあった。

また、同社が電話勧誘販売において売買契約を締結した際に交付した書面には、代表者の

氏名、電話勧誘販売における契約の申し込みの撤回又は解除に関する事項及び書面の内容を

十分に読むべき旨の記載がなかった。

４ 不実告知（特定商取引法第２１条第１項）( )
①商品の効能に関すること（法第２１条第１項第１号、同法施行規則第２２条の２第１号）

同社は、電話勧誘販売における売買契約の締結についての勧誘にあたり電話勧誘顧客に

対し、同社の健康食品の効果・効能について、合理的な根拠がないにもかかわらず「お腰

の痛いのも、すねの痛いのも、今騒がれている内臓脂肪にも驚くほど効きますよ 「飲。」、

むと予防になる。更年期の予防になるから 「足の痛みが取れる 「そんなんによく効。」、 。」、

く薬ができたんよ 「病気に効く 「血圧にいいんです 」などと告げていた。。」、 。」、 。

②商品の販売価格に関すること（法第２１条第１項第２号）

同社は、電話勧誘販売における売買契約の締結についての勧誘にあたり、電話勧誘顧客

に対し 「ただ今、創立４０周年の特別キャンペーンということで、通常、３，６７５円、

のところ送料込みで１，０００円でお送りしています。この機会に是非お試し下さい 」。

などと告げていた。しかし、実際には、お試し商品は常に１，０００円で販売していた。

③申込みの撤回又は契約の解除に関する事項（法第２１条第１項第５号）

消費者は任意にクーリング・オフ行使が可能であるにもかかわらず、電話勧誘顧客から



- 3 -

返品の申し出がなされた際 「お金は返金しません 「クーリング・オフもすぎているか、 。」、

ら返せません 」などと告げていた。また、その際、商品の引き取りに要する費用は販売。

業者の負担であるにもかかわらず「みんな送料は自分持ちです 「着払いで返してくれ。」、

るなら、送料は差し引いた金額を返金します 」などと告げていた。。

５ 判断力不足便乗（特定商取引法第２２条第３号、同法施行規則第２３条第２号）( )
同社は、電話勧誘販売において、同社の商品を購入した消費者の家族から、本人は判断

力が不足しているので今後勧誘をしないようにとの依頼を受けたにもかかわらず、改めて

本人に電話勧誘し、新たな契約を締結していた。また、同社の電話勧誘顧客は高齢者が多

、 。数を占め 中には現在契約したことすら記憶にないほど痴呆が進んでいる者も認められた

５．勧誘事例

【事例１】

平成１８年５月ころ、消費者Ａ宅に女性の声で「Ａさんですか。お元気ですか。健康センタ

ーのＺです 「Ａさん、頭がぼーっとしたり、ふらついたり、痛くなったりしませんか 」。」、 。

と電話があった。健康センターと告げられたＡは、県の公的機関と思いこみ 「正直ちょいち、

ょい頭が痛くなるときもあるんや 」と応えた。すると販売員Ｚは「そんなんによく効くいい。

薬ができたんよ。飲んでみない。一週間分１，０００円くらいを代引きで送るから、試しに飲

んでみて 」と告げた。さらにＡが、頭が重く感じるときもあると言うと 「Ａさん、それに。 、

またよく効くのよ 」と告げられた。 Ａは、頭がスッキリするのであれば飲んでみようかと。

思い、送ってもらうことにした。その際、商品の種類などは告げられなかった。

その後、健康センターから代金引換で荷物が送付され、Ａが１，０５０円を支払いこれを受

け取り開封したところ、Ｚが電話で薬と言ったのは、健康食品であることがわかった。Ａは、

飲んで効くのだろうか、飲んでも大丈夫だろうかと不安になったが、同封されていた資料に飲

み続けるようにと記載されていたことから、毎日飲み続けた。

送付された健康食品を飲み終わった頃、再度Ｚから電話があり、さらに飲み続けるようにと

勧められ、商品代金として１個９，０００円、３個で２７，０００円と告げられた。代金が高

額であることに驚いたＡが、１本だけ購入したいと申し出ると、Ｚから 「今ならね１本買う、

より３本買えば１本おまけがつくのよ、その方がお得よ 「代金の方は、宅配の人に１回分。」、

９，４５０円払って受け取ってね。後は振込票２枚入れとくから、１ヶ月毎に２回に分けて振

り込んでね 」と告げられた。Ｚからの電話を公的機関からと信じ込んでいたＡは、この時の。

電話でもＺの話を一生懸命に聞き、Ｚの言うようにしたほうが得かなと思い、勧められるまま

購入することにした。電話があってすぐに健康食品が届き、Ａは１回分の代金を支払い、商品

を受け取った。

１本を半分程飲んだ頃、効き目がないように思えたＡは、Ｚに電話をかけ 「資料には飲み、

続けよったら色々なところに効くとは書いてあるけど、私の頭に効くようには書いてないし、

効いたようには思えんけど本当に効くんかな 」と聞いた。Ｚは 「ちょっと飲んだだけでは。 、

。 。 。」直ぐには分からんのよ ずっと飲み続けないかんのよ 飲み続けよったら必ず良くなるからね

と告げたが、いくら飲んでも効き目を感じず、代金の支払いも負担に感じ始めたＡは 「おま、

けしてくれたんを先に飲みよるんで。後のは手を付けてないし箱も開けてないし３本はそのま

まなんよ。これ返すわけにはいかんの 」と聞いた。するとＺは「飲まんで返すのもあまり良。

、 。 。 、くないけど Ａさんの場合は飲んどるやろ その場合はそれはいかんのよ それはもう買うて

３回払いのうち１回払ったんやから全部飲んで、後全部のお金を払わないかんのよ。途中から

返すことはできんのよ 」と告げた。。

なお、商品に同封されていたサンライフテクノケミカル株式会社の注文書には、電話勧誘販

売における契約の申し込みの撤回又は解除に関する事項は記載されていなかった。
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【事例２】

平成１８年７月ころ、消費者Ｂ宅に女性の声で「健康センターのものですが 」と言って電。

話があった。Ｂは、役場の横にある健康診断を行うセンターからの電話だと勘違いして 「こ、

ないだは、せっかくだったのに行けなくてすみません 」と、今年は案内があったにもかかわ。

らず健康診断に行けなかったことを詫びた。電話の女性はＢが勘違いしていることに対して否

定もせず「うんと良い物があるので、是非お勧めしたいので 」と話しだした。勘違いに気づ。

いたＢが名前を聞くと、女性は「Ｙです 」と名乗った。Ｂは「気に入って飲んでいるものも。

あるし、勧められても買おうとは思わないので、すみません 」と断ったが、Ｙは「お腰が痛。

いのも、すねが痛いのも、今騒がれている内臓脂肪にも驚くほど効きますよ。是非試して下さ

い。それにすごく安いんです 」などと勧誘を続けた。この時Ｂは外出の予定があり 「急い。 、

でますので 」と言い電話を切った。。

その後もＹからは、１週間に１、２回の割合で電話があり、皆さん喜んでいる、腰の痛みや

すねの痛み、内臓脂肪に関して驚くほど効くなどと言って勧誘を続けた。Ｂは、Ｙからの電話

の都度 「いくら話されても買うつもりはないですから 「買いません 」などとはっきり断、 。」、 。

ったが、あまりにもしつこい電話に迷惑していた。

その後Ｙから電話を受け、いつものやりとりが始まり、たまらなくなってきたＢは、一回頼

んで後は絶対に嫌だと断れば、電話もかかってこなくなるのではないかと思い、契約を承諾し

た。

その翌日、早くも商品が到着したのに驚いたＢは、荷物を見て嫌気がさし、やはり断ろうと

思い、商品に同封されていた名刺を見てＹに電話を架け 「飲む気がないのでお返ししたい 」、 。

と告げた。するとＹはすごい剣幕で 「せっかくこんな良い物を送ったのに、やめるとは何事、

ぞ 」などとまくしたて、Ｂは口を挟むことすらできず 「どのように言われようと、嫌なも。 、

のは嫌ですから 」と言うのがやっとであった。しばらくしてＢが「返金はどのような方法で。

して下さるのですか 」と尋ねると、Ｙは「お金は返せません 」と返金を拒否した。そこで。 。

Ｂが「おかしいじゃないですか。昨日約束して先ほど品が届いたばかりなのに、クーリング・

オフにはまだ間があるじゃありませんか 「そんなに言うんなら、消費者センターへ相談し。」、

ます 」と言うと、Ｙは、箱は開けていないか、返すのには高い送料がかかる、手続には時間。

がかかる、他の商品に換えないか等と繰り返すだけであった。

なお、商品にはサンライフテクノケミカル株式会社の注文書が同封されていた。

【事例３】

平成１８年７月ころ、消費者Ｃ宅に「大阪のサンライフ 」と名乗る電話があった。普段か。

、 、 「 。」ら 足腰に痛みを感じていたＣは 販売員から ここの薬は良く効くので飲んでみるように

と勧められその薬を買うことにした。その後、１か月に１回程の割合で大阪のサンライフのＸ

と名乗る女性から同じ薬を買わないかという電話がかかってくるようになった。その都度Ｃは

「私は、別の飲んでいるので、今のところいいですので 」などと断ったが、Ｘは、愛想もな。

く、偉そうな口調で勧誘を続け、時には「置いといたらええやないか 」などと他の薬がある。

のなら、置いておいてもいいから買えという様に勧誘することもあった。

同年１０月ころ、いつものように大阪のサンライフのＸから電話があった。Ｘは「ここの薬

は、他の薬よりかよう効くから。評判ええから、買うてくれ 「一番よう効くから 「足。」、 。」、

とか腰の痛みが楽になってくるから続けたら良い 「他の薬屋さんのように、悪い物は入っ。」、

ていないから大丈夫やから 」などと告げた。Ｘから足の痛みが無くなると勧められ、この時。

も足に痛みを感じていたＣは、その痛みが無くなるのであればと思い買ってみることにした。

Ｃは届いた薬を飲んでみたものの、他の薬に比べそんなに変わりがあるようには思えず、Ｘ
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から買った薬を飲んでいた頃にも病院で足の痛み止めをもらっていたくらいであった。薬が届

いてから少し経った頃に大阪のサンライフのＸから「どんな具合ですか 」と電話があった。。

Ｃがあまり症状に変わりがないことを伝えたところ、Ｘは「そんなことないですけど 」など。

と告げた。Ｃは、今後もＸから電話がかかってくるとかなわないと思い、消費生活センターに

相談した。

なお、大阪のサンライフとは、サンライフテクノケミカル株式会社であり、同社が送付した

商品は、薬ではなく健康食品であった。

【事例４】

平成１８年１０月ころ、消費者Ｄ宅に突然、女性の声で「今飲んでいるお薬はどうですか 」。

と、あたかもＤが飲んでいる薬の調子を尋ねるかのような電話があった。Ｄが「そんな薬なん

て飲んでいませんし、知りません 」と応えると、その女性は「足の痛いのや腰が痛いのによ。

う効きます 」と薬を勧めてきた。Ｄは「足も痛い事ありません。結構です 」と断ったが、。 。

その女性は「千円分だけ試してみませんか 「いっぺん試されたらどうですか 」などと勧。」、 。

誘を続けた。Ｄは、以前にも健康食品の電話勧誘販売で失敗したことがあり、それ以来勧誘の

電話には 「お断りします 」と応えることとしていたため、この電話でもその女性の勧誘を、 。

断った。

しかしその電話の数日後、サンライフテクノケミカル株式会社からＤ宛に代金引換で商品が

届いた。その時、Ｄは不在であったため、Ｄの家族がＤが注文したものと思い、千円を支払い

受け取ってしまった。送られてきた商品は、電話で女性が言っていた薬ではなく健康食品であ

った。

【事例５】

平成１８年春ころから、７４歳の消費者Ｅの息子Ｆは、Ｅが物事をすぐ忘れたり、同じ事を

何回も繰り返すことが気になっていた。同年１０月ころ、娘から最近Ｅのところによく宅配便

が送られてくると知らされたＦがＥに尋ねたところ、Ｅが部屋から沢山の健康食品を持って来

た。あまりにも沢山の健康食品に驚いたＦがさらにＥに問いただしたところ、Ｅは「電話がか

かってくるんや 「断れんのや 」などと言うだけであった。。」、 。

健康食品と一緒にあった書類を見て、健康食品の支払が３回払いで１回分がまだ未払いであ

ったことを知ったＦは、残っている健康食品を送り返そうと思い、サンライフテクノケミカル

株式会社に電話をかけた。Ｆが「母にこんなもん送らんとって欲しい、残っとるの返すで 」。

と申し出ると、同社の女性担当者は 「それは、契約しとるし、お金も払っとるし、クーリン、

グ・オフもすぎているから返せません と告げた しかたなく返品することを諦めたＦは 母。」 。 「

、 、 。 、は 世間話をすると なんでもはいと返事をしてしまうようや 物を買うても覚えていないし

、 。」 、すぐ忘れてしまうし 病気になりつつあるんや とＥが少し判断力が不足している事を告げ

さらに「母はこんな状態なので送らんといて欲しい 」と言って電話を切った。。

平成１９年２月、Ｆは、サンライフテクノケミカル株式会社から前回と同じ商品が母宛に届

いていることに気づいた。Ｆは、同社が、以前に断ったにもかかわらずまたＥに電話勧誘して

きたなと思い、商品に同封されていた名刺を見て同社のＷに電話をかけた。Ｆが「母の病状の

ことを前に言うてあるのに。少し呆けているから送らんとって欲しいと断っているのにどうし

てまた送ってきたのか 」と言ったところ、Ｗは、Ｅが頼んだなどと言い 「そのまま買って。 、

下さい 」と告げた。Ｆはクーリング・オフの期間が過ぎていなかったので「クーリング・オ。

フします 」と告げ電話を切った。その後、消費生活センターの助言を受け、同社にクーリン。

グ・オフ通知を出した。
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、 、 「 、 。なお ２回目に送られてきた商品には Ｗの署名のある Ｅ様 本日は有り難うございます

一日三粒コップ一杯のぬるま湯でお飲みくださいね。毛細血管をひろげて脳や体のすみずみま

で血流を良くしてくれます 」と書かれたメモが同封されていた。。

【事例６】

平成１８年３月ころ、消費者Ｇの娘Ｈが、当時一人暮らしをしていたＧ宅を訪れた際、健

康食品数箱と、注文書１枚、振り込み用紙２枚を見つけた。ＨがＧに「これどうしたの 」と。

聞くとＧは「わからない 」と言うだけであった。。

Ｈは、クーリング・オフできるかと思い注文書に記載されていたサンライフテクノケミカル

株式会社の担当者Ｖに電話したところ、Ｖから「クーリング・オフは効かない 」と告げられ。

た。

その後も、ＨはＶと何度も電話で話をしたが、当時、かかりつけ医に診てもらったところ、

Ｇは認知症であり１人暮らしはできないと言われていたこともあって、Ｈが「Ｇは認知症でわ

からなくなっている もう健康食品はいらないし 電話しないで下さい と言うと Ｖは そ。 、 。」 、 「

れがどうかしましたか。前回も買ってもらっています 」と告げた。また、Ｈが「内容証明を。

送りますよ 」と言うと、Ｖは「何でもやってくれ。裁判でも何でもやってくれ 」と言い一。 。

方的に電話を切られたこともあった。その後も、Ｖから何度もＧ宅に電話がかかり、Ｈは「前

にも言ったようにＧは認知症だから電話しないで下さい 」と言ったが、Ｖは「あなたは関係。

ない。Ｇと話がしたい 」などと告げ、しつこく電話をかけてきた。Ｈが「Ｇは認知症なので。

電話にも出られないし、健康食品も充分あるので必要ないです 」と言っても、Ｖは「前にも。

、 。」 、 。買ってもらっているし 無くなったら買って下さい と告げ 電話することをやめなかった

その後、Ｈは、消費生活センターの助言を受け、契約解除に関する内容証明書を同社に送付

した。

なお、商品と一緒にあった同社の注文書には、電話勧誘販売における契約の申し込みの撤回

又は解除に関する事項は記載されていなかった。


